
件　　　名

内　　　容

  令和2年度丸亀市一般会計補正予算（第2号）
5月8日

＜国の実施する特別定額給付金給付事業や市独自の事業所支援策、3カ月健診
を個別健診とするための委託料など、117億4054万円を計上する。＞

原案可決

　令和2年度丸亀市国民健康保険特別会計補正予算（第1号）
5月8日

＜新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者である被用者等に支給する
ための傷病手当金500万円を計上する。＞

原案可決

　丸亀市国民健康保険条例の一部改正について
5月8日

＜新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者である被用者等が、療養に
より労務に服することのできなかった期間に対し、傷病手当金を支給するた
め、所要の改正を行う。＞

原案可決

　丸亀市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について
5月8日

＜香川県後期高齢者医療広域連合の条例改正に伴い、傷病手当金の申請受付
事務を本市の業務に追加するため、所要の改正を行う。＞

原案可決

新型コロナウイルス感染症対策に係る支援を求める意見書
5月8日

＜新型コロナウイルス感染症対策について、既出の交付金等にとどまること
なく、個人、事業者等に対する地域の実情に即した迅速かつ幅広い支援を強
く求める。＞

原案可決

議案第52号

意見書案第2号
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